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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファイルの命名規則を設定するための設定画面において、ユーザの指示に基づいて、フ
ァイル名を生成する際に用いる複数の項目名を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記複数の項目名のうちの少なくとも１つに、一意なフ
ァイル名を生成するための項目名が含まれているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のうちのいずれにも前記一意なファイル
名を生成するための項目名が含まれていないと判定した場合は、前記設定された複数の項
目名に前記一意なファイル名を生成するための項目名を自動的に追加して、前記一意なフ
ァイル名を生成するための項目名を自動的に追加したことを前記設定画面において前記ユ
ーザに通知するとともに、前記設定された複数の項目名と当該自動的に追加した項目名と
をファイルの命名規則として保存し、前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のう
ちの少なくとも１つに前記一意なファイル名を生成するための項目名が含まれていると判
定した場合は、前記設定された複数の項目名を、前記ファイルの命名規則として保存する
保存手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記複数の項目名として設定できる項目名の一覧を表示し、当該一覧
からユーザにより選択された項目名に基づいて、前記複数の項目名を設定することを特徴
とする請求項１に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　前記設定手段は、前記複数の項目名として設定できる項目名を入力する入力画面を表示
し、当該入力画面を介して入力された項目名に基づいて、前記複数の項目名を設定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記保存手段は、前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のうちのいずれにも前
記一意なファイル名を生成するための項目名が含まれていないと判定した場合、前記設定
された複数の項目名の末尾に、前記一意なファイル名を生成するための項目名を追加して
、前記一意なファイル名を生成するための項目名を自動的に追加したことを前記設定画面
において前記ユーザに通知するとともに、前記設定された複数の項目名と当該末尾に自動
的に追加した項目名とを前記ファイルの命名規則として保存することを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のうちのいずれにも前記一意なファイル
名を生成するための項目名が含まれていないと判定した場合に、前記保存手段により行わ
れる前記ユーザへの通知は、前記自動的に追加した前記項目名の表示色を、前記設定され
た複数の項目名の表示色と異ならせることによって行われる、ことを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のうちのいずれにも前記一意なファイル
名を生成するための項目名が含まれていないと判定した場合に、前記保存手段により行わ
れる前記ユーザへの通知は、前記一意なファイル名を生成するための項目名を自動的に追
加したことを示すメッセージを表示することによって行われる、ことを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記一意なファイル名を生成するための項目名は、受信日時、前記情報処理装置のシリ
アル番号のいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項８】
　前記入力画面はキーボードを含み、当該キーボードを使用して入力される情報の文字数
が所定の数よりも多いときにメッセージを表示する手段を更に有することを特徴とする請
求項３に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　画像データを受信した際に、前記保存したファイルの命名規則に基づいてファイル名を
生成する生成手段と、
　前記画像データのファイルに、前記生成手段で生成したファイル名を付与する付与手段
と、
を更に有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置を制御する制御方法であって、
　前記情報処理装置の設定手段が、ファイルの命名規則を設定するための設定画面におい
て、ユーザの指示に基づいて、ファイル名を生成する際に用いる複数の項目名を設定する
設定工程と、
　前記情報処理装置の判定手段が、前記設定工程で設定された前記複数の項目名のうちの
少なくとも１つに、一意なファイル名を生成するための項目名が含まれているかどうかを
判定する判定工程と、
　前記情報処理装置の保存手段が、前記判定工程で、前記設定された複数の項目名のうち
のいずれにも前記一意なファイル名を生成するための項目名が含まれていないと判定した
場合は、前記設定された複数の項目名に前記一意なファイル名を生成するための項目名を
自動的に追加して、前記一意なファイル名を生成するための項目名を自動的に追加したこ
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とを前記設定画面において前記ユーザに通知するとともに、前記設定された複数の項目名
と当該自動的に追加した項目名とをファイルの命名規則として保存し、前記判定工程で、
前記設定された複数の項目名のうちの少なくとも１つに前記一意なファイル名を生成する
ための項目名が含まれていると判定した場合は、前記設定された複数の項目名を、前記フ
ァイルの命名規則として保存する保存工程と、
を有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置とその制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクスを利用した業務において、ＭＦＰやファクスなどで受信したファクス文書をＭ
ＦＰのスキャン機能やドキュメントスキャナなどを用いて電子化し、ファイルサーバなど
に保管することが行われている。ここでＭＦＰとは、Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐ
ｅｒｉｐｈｅｒａｌの略称で、複写機、スキャナ、ファクス等の複数の機能を有する画像
形成装置の一例である。この場合、電子化及びファイルサーバへの保管作業の効率化を図
るために、ファクス文書の電子化や、ファクス文書の属性に従ってファイルサーバに自動
で保管するファクス受信転送システムが構築されている。このようなシステムでは、ファ
クス文書の送信元の電話番号やその他の属性情報に従ってファイル名を作成してファイル
サーバに保管している。このときファイル名が重複すると、新しいファクス文書で既存の
ファクス文書を上書きするため、保管しているファクス文書を消失する可能性がある。
【０００３】
　このような保管しているファクス文書の消失への対応策として、例えば特許文献１によ
れば、ＦＡＸサーバが受信したファクス文書に、ファイル名として一意な識別番号を付与
して保管する技術がされている。この特許文献１の技術を用いれば、ファクス文書のファ
イル名として、通信ネットワークに固有の識別番号や、ＦＡＸサーバ内部で固有の識別番
号を用いるため、一意なファイル名を作成でき、ファイル名の重複によるデータ消失を防
止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－６４５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、システム側が強制的に一意な識別番
号をファイル名として付与するため、ユーザの視認性が低下する。そのためユーザが保管
されているファクス文書を利用する際に、所望のファクス文書を特定するのが難しく、所
望の文書を探す手間が煩雑になるという課題があった。
【０００６】
　本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決することにある。
【０００７】
　本発明の特徴は、画像ファイルのファイル名が一意になるように、かつユーザの視認性
を高めて設定できるようにする技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る情報処理装置は以下のような構成を備
える。即ち、
　ファイルの命名規則を設定するための設定画面において、ユーザの指示に基づいて、フ
ァイル名を生成する際に用いる複数の項目名を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記複数の項目名のうちの少なくとも１つに、一意なフ
ァイル名を生成するための項目名が含まれているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のうちのいずれにも前記一意なファイル
名を生成するための項目名が含まれていないと判定した場合は、前記設定された複数の項
目名に前記一意なファイル名を生成するための項目名を自動的に追加して、前記一意なフ
ァイル名を生成するための項目名を自動的に追加したことを前記設定画面において前記ユ
ーザに通知するとともに、前記設定された複数の項目名と当該自動的に追加した項目名と
をファイルの命名規則として保存し、前記判定手段で、前記設定された複数の項目名のう
ちの少なくとも１つに前記一意なファイル名を生成するための項目名が含まれていると判
定した場合は、前記設定された複数の項目名を、前記ファイルの命名規則として保存する
保存手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザに対してファイル名の設定の柔軟性を高め、かつユーザの視認
性を犠牲にすることなく、ファイル名の重複によるデータ消失を防止できる。
【００１０】
　本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかにな
るであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を
付す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態１に係る情報処理システムの全体構成を示す図。
【図２】実施形態１に係るＭＦＰのハードウェア構成を説明するブロック図。
【図３】実施形態１に係るファイルサーバのハードウェア構成を示すブロック図。
【図４】実施形態１に係るＭＦＰのソフトウェアモジュールの構成を説明する機能ブロッ
ク図。
【図５】実施形態１に係るファイルサーバのソフトウェアモジュールの構成を説明する機
能ブロック図。
【図６】実施形態１に係るＭＦＰの宛先情報管理部に記憶される宛先情報の一例を説明す
る図。
【図７】実施形態１に係るＭＦＰの転送設定情報管理部に記憶される転送設定情報を記憶
したファイルの一例を示す図。
【図８】実施形態１に係るＭＦＰの操作部に表示される状況表示画面の一例を示す図。
【図９】実施形態１に係るＭＦＰが表示するファイルサーバ設定画面の一例を示す図。
【図１０】実施形態１に係るＭＦＰが表示するファイル命名規則を設定する設定画面の一
例を示す図。
【図１１】実施形態１に係るＭＦＰが表示するフォルダ命名規則を設定する設定画面の一
例を示す図。
【図１２】実施形態１に係るＭＦＰが表示するテスト送信画面の一例を示す図。
【図１３】実施形態１に係るＭＦＰによるファイルサーバの設定、ファイル命名規則、フ
ォルダ命名規則の設定処理などを説明するフローチャート。
【図１４】実施形態１に係るＭＦＰが画像データをファクス受信して、その受信した画像
データの画像ファイルをファイルサーバに転送する処理を説明するシーケンス図。
【図１５】実施形態１に係るＭＦＰによるファクス受信処理を説明するフローチャート。
【図１６】図１５のＳ１５０５における、転送する画像ファイルのファイル名の作成処理
を説明するフローチャート。
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【図１７】図１５のＳ１５０６における、転送する画像ファイルが格納されるファイルサ
ーバのフォルダ名の作成処理を説明するフローチャート。
【図１８】図１３のＳ１３０８のファイル命名規則の設定処理を説明するフローチャート
。
【図１９】本発明の実施形態２に係るファイル命名規則設定画面の一例を示す図。
【図２０】本発明の実施形態２に係るフリー入力画面の一例を示す図。
【図２１】本発明の実施形態２に係るファイル名命名規則の設定処理を説明するフローチ
ャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳しく説明する。尚、以下の実施形態は
特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施形態で説明されている特
徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１３】
　［実施形態１］
　まず本発明に係る実施形態１について説明する。実施形態１では、本発明の画像形成装
置の一例であるＭＦＰと、ファイル保管機能を有するファイルサーバとを含むシステムに
おけるファクス文書の転送設定処理、及びファクス受信とそれに伴うファイル転送処理の
例を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態１に係る情報処理システムの全体構成を示す図である。
【００１５】
　この情報処理システムでは、ＬＡＮ１００を介してＭＦＰ１１０とファイルサーバ１２
０とが接続されている。
【００１６】
　ＭＦＰ１１０は、操作部１１１、スキャナ部１１２、プリンタ部１１３を有する複合機
（多機能処理装置）で、公衆回線網１５０と接続してファクス受信が可能である。本実施
形態１に係る情報処理システムでは、ＭＦＰ１１０はファクス文書の受信端末として利用
される。ファイルサーバ１２０は、ＬＡＮ１００に接続されている端末の認証を行うとと
もに、受信したファイルを指定されたファイル名及びフォルダ名で保管し管理する。但し
、本実施形態１に係るシステムは、図１の構成機器の数に限られることはない。例えば、
ＭＦＰ１１０の内部にファイルサーバの機能を有することにより、ＭＦＰとファイルサー
バとが同一の装置で構成されていてもよい。また、ファイルサーバがインターネット上の
サーバや、クラウドシステムとして構成されていてもよい。
【００１７】
　図２は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０のハードウェア構成を説明するブロック図であ
る。
【００１８】
　操作部１１１は、タッチパネル機能を有する表示部や各種ハードキー等を有し、制御部
２００からのデータに従ってユーザに対して情報を表示したり、ユーザの操作に応じた情
報を制御部２００に入力する。スキャナ部１１２は、原稿の画像を読み取って、その画像
の画像データを作成して制御部２００に供給する。プリンタ部１１３は、制御部２００か
ら受け取った画像データに基づいて用紙（シート）に画像を印刷する。
【００１９】
　制御部２００は、操作部１１１、スキャナ部１１２、プリンタ部１１３と電気的に接続
されており、またＬＡＮ１００にもネットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）２０６を介
して接続されている。これによりＬＡＮ１００を介した、ＴＣＰ／ＩＰ等の通信プロトコ
ルによる通信が可能となっている。制御部２００において、ＣＰＵ２０１，ＲＯＭ２０２
，ＲＡＭ２０３，ＨＤＤ２０４，操作部Ｉ／Ｆ２０５、ネットワークＩ／Ｆ２０６、スキ
ャナＩ／Ｆ２０７、画像処理部２０８及びプリンタＩ／Ｆ２０９がシステムバス２１１を
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介して接続されている。ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２のブートプログラムを実行してＨ
ＤＤ２０４に記憶されたＯＳや制御プログラムをＲＡＭ２０３に展開し、そのプログラム
に従って、このＭＦＰ１１０を統括的に制御する。この制御には、後述のフローチャート
を実現するためのプログラムの実行も含む。ＲＯＭ２０２には、このＭＦＰ１１０のブー
トプログラムや各種データが格納されている。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１が動作する
ためのワークメモリを提供し、また受信した画像データ等を一時記憶するための画像メモ
リも提供している。ＨＤＤ２０４はハードディスクドライブであり、ＯＳや各種プログラ
ムや画像データを格納している。操作部Ｉ／Ｆ２０５は、システムバス２１１と操作部１
１１とを接続するためのインターフェース部である。ネットワークＩ／Ｆ２０６は、ＬＡ
Ｎ１００及びシステムバス２１１に接続され、ネットワーク（ＬＡＮ）１００を介して情
報の入出力を行う。スキャナＩ／Ｆ２０７は、スキャナ部１１２と制御部２００との間の
インターフェースを制御する。画像処理部２０８は、スキャナ部１１２から入力した画像
データ、及びプリンタ部１１３に出力する画像データに対して、回転、色変換、画像圧縮
／伸張処理などの画像処理を行う。プリンタＩ／Ｆ２０９は、画像処理部２０８で処理さ
れた画像データを受け取り、この画像データに付随している属性データに従ってプリンタ
部１１３による印刷を制御する。モデム２１０は公衆回線網１５０とシステムバス２１１
に接続され、公衆回線網１５０を介して外部のファクス端末（不図示）とファクス送受信
を行う。尚、実施形態１では、操作部１１１を用いたＵＩ表示が可能なＭＦＰ１１０の例
で説明するが、このＭＦＰ１１０に代えて、例えば汎用コンピュータ等のような情報処理
装置、或いはこれ以外の画像処理装置であってもよい。
【００２０】
　図３は、実施形態１に係るファイルサーバ１２０のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【００２１】
　ファイルサーバ１２０は、ＣＰＵ３０１，ＲＡＭ３０２，ＲＯＭ３０３、入力部３０４
、ネットワークＩ／Ｆ３０５、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）３０６、表示部３０７
を有し、これらはシステムバス３０８を介して互いに通信可能に接続されている。ＲＯＭ
３０３はブートプログラムを格納しており、ＣＰＵ３０１は電源オン時に、このブートプ
ログラムを読み出してＨＤＤ３０６にインストールされているＯＳや制御プログラム等を
ＲＡＭ３０２に展開する。そしてＣＰＵ３０１が、ＲＡＭ３０２に展開したプログラムを
実行することにより、このファイルサーバ１２０の機能が実現される。またＣＰＵ３０１
は、ネットワークＩ／Ｆ３０５を介して接続されているＬＡＮ１００上の他の装置との通
信を行う。入力部３０４は、キーボードやポインティングデバイス等を含み、ユーザから
の指示を受け付ける。表示部３０７は、ユーザに対してメニュー画面やメッセージなどの
表示を行う。尚、この表示部３０７はタッチパネル機能を有していてもよい。
【００２２】
　図４は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０のソフトウェアモジュールの構成を説明する機
能ブロック図である。これらソフトウェアモジュールは、ＭＦＰ１１０のＨＤＤ２０４に
インストールされており、実行時にＲＡＭ２０３に展開されてＣＰＵ２０１の制御の下に
実行される。
【００２３】
　ファクス受信部４０１は、モデム２１０がファクスを受信した際に受信処理を行う。フ
ァクス受信部４０１は、モデム２１０を介して受信したファクシミリデータを受け取り、
ＰＤＦ等へ変換してファクス文書とし、そのファクス文書を一時保管部４０３によりＨＤ
Ｄ２０４に画像ファイルとして保存する。またファクス受信部４０１は、ファクス受信を
行った日時である受信日時、及び、公衆回線網１５０を介して接続された外部のファクス
端末（不図示）の電話番号である送信元番号を含む制御ファイルを作成する。そしてその
制御ファイルを、画像ファイル（ファクス文書）と共にＨＤＤ２０４に保存する。尚、実
施形態では、ファクス文書という表現を用いるが、このファクス文書は一般的な画像を含
む。
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【００２４】
　転送部４０２は、ファクス受信部４０１がＨＤＤ２０４に保存した画像ファイルを、フ
ァイルサーバ１２０に転送する。このとき転送部４０２は、ファクス受信部４０１がＨＤ
Ｄ２０４に保存した制御ファイルから受信日時及び送信元番号を読み出す。また転送部４
０２は、転送設定情報管理部４０４から、図７を参照して後述する転送設定情報を取得す
る。また転送部４０２は、宛先情報管理部４０５に送信元番号を送信して、図６を参照し
て後述する宛先情報の電話番号から、送信元番号に対応する登録名称を取得する。
【００２５】
　図６は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０の宛先情報管理部４０５に記憶される宛先情報
の一例を説明する図である。
【００２６】
　この宛先情報は、ＭＦＰ１１０の操作部１１１を介してユーザが、宛先情報管理部４０
５に事前登録するものとする。列６０１から列６０３及び列６０７は、行６０４から行６
０６のデータレコードの列を示す。宛先ＩＤ６０１は、各々の宛先を一意に識別する識別
子である。登録名称６０２は、その宛先のユーザ名を示す。電話番号６０３は、登録名称
６０２に対応する、ファクス受信時の送信元番号（電話番号）を示す。宛先表名６０７は
、登録名称６０２に対応する宛先が属する宛先表（アドレス帳）のグループを示す。
【００２７】
　図７は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０の転送設定情報管理部４０４に記憶される転送
設定情報を記憶したファイルの一例を示す図である。
【００２８】
　このファイルには、後述する図９ファイルサーバ設定画面、図１０のファイル命名規則
設定画面、図１１のフォルダ命名規則設定画面で設定された項目が記憶される。これら設
定画面の説明は詳しく後述する。尚、このファイルのフォーマットは、ＣＳＶ，ＸＭＬ、
或いはその他フォーマットでも良く、その形式は問わない。
【００２９】
　ｈｏｓｔｎａｍｅ７０１は、ファイルサーバ１２０のホスト名を示す。図では、「ｓｈ
ａｒｅｄｓｅｒｖｅｒ」がファイルサーバ１２０のホスト名として指定されている。尚、
このホスト名として、ファイルサーバ１２０のＩＰアドレスを用いてもよい。ｆｏｌｄｅ
ｒｐａｔｈ７０２は、転送した画像ファイルの格納先フォルダの起点となるパスを示す。
図では、「ｒｏｏｔ」が格納先フォルダパスとして指定されている。ｕｓｅｒｎａｍｅ７
０３は、ファイルサーバ１２０へ認証するためのログインユーザ名を示す。図７では、管
理者を示す「ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ」がログインユーザ名として指定されている。
ｐａｓｓｗｏｒｄ７０４は、ファイルサーバ１２０へ認証するためのパスワードを示す。
図では「３２９４２ｘｃ４５」がパスワードとして指定されている。尚、パスワードの文
字列は、ハッシュなどの暗号方法を用いて難読化されていてもよい。ｆｉｌｅｎａｍｅｒ
ｕｌｅ７０５は、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存する際のファイル命名規則
を示す。ｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７０６は、ファイルサーバ１２０に画像ファイル
を保存する際のフォルダパスの命名規則を示す。これらに関しては詳しく後述する。
【００３０】
　転送部４０２は、このｆｉｌｅｎａｍｅｒｕｌｅ７０５と、登録名称、（送信元）電話
番号、受信日時、宛先表名、そして回線名、シリアル番号、ランダム番号等に基づいて、
ファイルサーバ１２０に送信する画像ファイルのファイル名を作成する。また転送部４０
２は、ｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７０６と、登録名称、（送信元）電話番号、そして
受信日時に基づいて、ファイルサーバ１２０に送信して保存する画像ファイルのフォルダ
名を作成する。そして転送部４０２は、ｈｏｓｔｎａｍｅ７０１で指定されたファイルサ
ーバ１２０に対して、ＨＤＤ２０４に保存されている画像ファイルを読み出して、その画
像ファイルに、上述のファイル名、フォルダ名を付与して送信する。また転送部４０２は
、ＵＩ部４０６から受信した電話番号と受信日時、及びＨＤＤ２０４に予め保存されてい
るテスト用ファクス文書を使用して、前述のファイル転送処理と同様の処理内容で、後述
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するテスト送信を行うことができる。
【００３１】
　一時保管部４０３は、画像ファイルと制御ファイルとを受け取ってＨＤＤ２０４に保存
し管理する。転送設定情報管理部４０４は、後述のＵＩ部４０６により設定された、例え
ば図７に示す転送設定情報をＨＤＤ２０４に保存して管理する。また転送設定情報管理部
４０４は、転送部４０２からの要求に応じて、保存している転送設定情報を転送部４０２
に送信する。宛先情報管理部４０５は、後述のＵＩ部４０６により設定された、例えば図
６に示す宛先情報をＨＤＤ２０４に保存して管理する。ＵＩ部４０６は、操作部Ｉ／Ｆ２
０５を介して操作部１１１の表示部に各種画面を表示し、操作部１１１のポインティング
デバイスやハードウェアキー等を介してユーザによって入力された内容を検知する。また
ＵＩ部４０６は、操作部１１１に、図８を参照して後述する状況表示画面を表示し、転送
設定を行うか否かのユーザ入力を受け付ける。またＵＩ部４０６は、図９を参照して後述
するファイルサーバの設定画面を表示し、ユーザによって入力されたファイルサーバ設定
を取得して、転送設定情報管理部４０４に送信し、ファイルサーバ設定の保存を依頼する
。またＵＩ部４０６は、操作部１１１に、図９を参照して後述するファイル命名規則の設
定画面を表示し、ユーザによって入力されたファイル命名規則を取得して、転送設定情報
管理部４０４に送信し、ファイル命名規則の保存を依頼する。またＵＩ部４０６は、操作
部１１１に、図１０を参照して後述するフォルダ命名規則の設定画面を表示し、ユーザに
よって入力されたフォルダ命名規則を取得して、転送設定情報管理部４０４に送信し、フ
ォルダ命名規則の保存を依頼する。またＵＩ部４０６は、操作部１１１に、図１２を参照
して後述するテスト送信画面を表示し、ユーザによって入力された送信元の電話番号と受
信日時を取得して転送部４０２に送信し、テスト送信を依頼する。
【００３２】
　図５は、実施形態１に係るファイルサーバ１２０のソフトウェアモジュールの構成を説
明する機能ブロック図である。これらソフトウェアモジュールは、ファイルサーバ１２０
のＨＤＤ３０６に格納され、実行時にＲＡＭ３０２に展開されてＣＰＵ３０１の制御の下
に実行される。
【００３３】
　通信部５０１は、ＳＭＢ（Ｓｅｒｖｅｒ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｌｏｃｋ）やＷｅｂＤＡ
Ｖ（Ｗｅｂ-ｂａｓｅｄ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ Ａｕｔｈｏｒｉｎｇ ａｎｄ Ｖｅｒｓ
ｉｏｎｉｎｇ）等のファイル送信サービスを有している。通信部５０１は、ＬＡＮ１００
を介して要求を受け付けて処理を行い、処理結果の応答を行う。認証部５０２は、ファイ
ル送信サービスに対する要求に含まれる認証情報を基にクライアント（ここではＭＦＰ１
１０）の認証を行う。ファイル管理部５０３は、ファイル送信サービスに対する要求に応
じて、ＨＤＤ３０６に保管しているファイルの管理を行う。ファイル管理部５０３は、通
信部５０１を介してＭＦＰ１１０より受信したフォルダ名、ファイル名に従って、ＨＤＤ
３０６に画像ファイルを保存し、また画像ファイルを読み出す。またファイル管理部５０
３は、通信部５０１を介してＭＦＰ１１０から受信したフォルダ名のフォルダが、ＨＤＤ
３０６に存在するか否かを確認する。またファイル管理部５０３は、通信部５０１を介し
てＭＦＰ１１０から受信したフォルダ名に従ってＨＤＤ３０６にフォルダを作成する。
【００３４】
　次に図７を参照して、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存する際のファイル命
名規則であるｆｉｌｅｎａｍｅｒｕｌｅ７０５について説明する。
【００３５】
　この命名規則の形式としては、［項目名１］セパレータ（ここでは「＿」）［項目名２
］セパレータ（ここでは「＿」）［項目名３］の形式で保持する。例えば、新規に項目名
を追加する場合、セパレータ「＿」と追加項目名を、既存の命名規則に追加する。例えば
、図７で更に「項目名４」を追加した場合、その命名規則は、［項目名１］＿［項目名２
］＿［項目名３］＿［項目名４］となる。また項目名［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］は、図６
の登録名称に該当し、項目名［ＦＡＸＮＵＭＢＥＲ］は図６の電話番号に該当し、［ＤＡ
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ＴＥ］は受信日時を示す。また図示していないが、項目名［ＡＤＤＲＥＳＳＬＩＳＴＮＡ
ＭＥ］は宛先表、項目名［ＬＩＮＥＮＡＭＥ］は回線名を示す。また項目名［ＳＥＲＩＡ
Ｌ］は、システムが生成するシリアル番号を示し、具体的には、「０００００００１」の
ような数値で、毎回異なるシリアルな数値が設定される。項目名［ＲＡＮＤＯＭ］は、シ
ステムが生成するランダムな番号を示し、例えば「ａ７６１２３２ｅｄ４２１１ｃｅｂａ
ｃｄ００ａａ００５７ｂ２２３」のような数値であり、毎回異なるランダムな数値が設定
される。図７では、ファイル命名規則として［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］＿［ＦＡＸＮＵＭ
ＢＥＲ］＿［ＤＡＴＥ］が指定されており、この場合は、「登録名称＿（送信元の）電話
番号＿受信日時」がファイル名となる。
【００３６】
　ｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７０６は、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存
する際のフォルダパスの命名規則を示す。この命名規則の形式としては、［項目名１］パ
ス区切り記号（ここでは「／」）［項目名２］パス区切り記号（ここでは「／」）［項目
名３］の形式で保持する。新規で項目名を追加する場合、パス区切り記号（「／」）及び
追加項目名を既存の命名規則に追加する。例えば、「項目名４」を追加した場合、フォル
ダパスの命名規則は、［項目名１］（パス区切り記号）／［項目名２］／［項目名３］／
［項目名４］となる。また項目名［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］は登録名称を示し、項目名［
ＦＡＸＮＵＭＢＥＲ］は送信元の電話番号を示し、［ＤＡＴＥ］は受信日時を示す。図７
では、フォルダパスの命名規則として、［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］／［ＦＡＸＮＵＭＢＥ
Ｒ］／［ＤＡＴＥ］が指定されており、「登録名称／電話番号／受信日時」が保存先のフ
ォルダパスとなる。
【００３７】
　図８は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０の操作部１１１に表示される状況表示画面の一
例を示す図である。
【００３８】
　状況表示８０１には、ＭＦＰ１１０で動作している図４のソフトウェアモジュール及び
ＭＦＰ１１０の動作状況が表示される。この状況表示画面の表示をＵＩ部４０６が行う場
合、ＵＩ部４０６は、ＭＦＰ１１０のソフトウェアモジュール及びシステム各部の動作状
況を確認する。そしてＵＩ部４０６は、ＭＦＰ１１０のソフトウェアモジュール及びシス
テム各部が正常に動作している場合は正常動作の旨を、異常が発生している場合は、異常
が発生しているソフトウェアモジュール又はその部分と状況等を表示する。設定画面へボ
タン８０２は、ＭＦＰ１１０の転送設定情報管理部４０４で管理されている転送設定情報
を変更するための画面へ遷移するように指示する。ユーザが設定画面へボタン８０２を押
下（指示）すると、図１３を参照して後述する転送設定の変更処理が起動して図９に示す
ファイルサーバ設定変更画面に遷移する。
【００３９】
　尚、図８に示す状況表示画面上に、ＭＦＰ１１０の最新のソフトウェアモジュールの状
況及びＭＦＰ１１０の各部の動作状況に応じて、状況表示８０１を更新するためのＧＵＩ
ボタンを設けてもよい。
【００４０】
　また実施形態１では、設定画面へボタン８０２が押下されたとき、図９のファイルサー
バ設定画面に遷移するとしたが、この状況表示画面上に後述の図１０、図１１、図１２の
各々の画面へ直接遷移するためのＧＵＩボタンを設けてもよい。
【００４１】
　図９は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０が表示するファイルサーバ設定画面の一例を示
す図である。
【００４２】
　ホスト名入力ボックス９０１は、画像ファイル（ファクス文書）の転送先であるファイ
ルサーバ１２０のホスト名を入力するための入力欄である。ホスト名入力ボックス９０１
に入力された名称は、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって転送設定情報管理部４０４に
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送信され、転送設定情報のｈｏｓｔｎａｍｅ７０１（図７）として保存される。フォルダ
へのパス入力ボックス９０２は、画像ファイルの転送先であるファイルサーバ１２０のフ
ォルダ名を入力するための入力欄である。この入力ボックス９０２に入力された名称は、
ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって転送設定情報管理部４０４に送信され、転送設定情
報のｆｏｌｄｅｒｐａｔｈ７０２（図７）として保存される。ログインユーザ名入力ボッ
クス９０３は、画像ファイルの転送先であるファイルサーバ１２０での認証に必要なログ
インユーザ名を入力するための入力欄である。この入力ボックス９０３に入力された名称
は、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって転送設定情報管理部４０４に送信され、転送設
定情報のｕｓｅｒｎａｍｅ７０３（図７）として保存される。ログインパスワード入力ボ
ックス９０４は、画像ファイルの転送先であるファイルサーバでの認証に必要なログイン
パスワードを入力するための入力欄である。この入力ボックス９０４は、ユーザが入力し
た内容を隠ぺいするために入力文字に対して「＊」で表示している。入力文字の表示は「
＊」に限らず、例えば他の記号「●」などでもよく、或いは隠ぺいせずに表示してもよい
。この入力ボックス９０４に入力されたパスワードは、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によ
って転送設定情報管理部４０４に送信され、転送設定情報のｐａｓｓｗｏｒｄ７０４（図
７）として保存される。キャンセルボタン９０５は、この画面での転送設定情報の変更を
キャンセルするためのボタンである。ユーザがキャンセルボタン９０５を押下すると、こ
の画面を介した転送設定変更が中止されて図８の状況表示画面に遷移する。
【００４３】
　次へボタン９０６は、転送設定情報のうちファイルサーバの設定を変更し、次画面であ
る後述の図１０で示すファイル命名規則設定画面に遷移するように指示するボタンである
。ユーザが次へボタン９０６を押下すると、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって、この
ファイルサーバ設定画面で入力されたファイルサーバ設定が転送設定管理部４０４に送信
され、転送設定情報管理部４０４が、このファイルサーバ設定を保存する。そしてＵＩ部
４０６は、図１０を参照して後述するファイル命名規則設定画面に遷移する。
【００４４】
　尚、この実施形態１では、次へボタン９０６が押下されたとき、図１０のファイル命名
規則設定画面に遷移するとしているが、このファイルサーバ設定画面に、図１１、図１２
の各々の画面へ直接遷移するためのＧＵＩボタンを設けてもよい。
【００４５】
　図１０は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０が表示するファイル命名規則を設定する設定
画面の一例を示す図である。このファイル命名規則設定画面を介してユーザが設定したフ
ァイル命名規則に従って、ファイルサーバ１２０に転送する画像ファイルのファイル名が
決定される。
【００４６】
　項目１００１～１００３は、登録名称、電話番号、受信日時、宛先表名、回線名、シリ
アル番号、ランダム番号の項目名のうち、ファイル名に使用する項目名を指定するエリア
で、ここでは登録名称、電話番号、受信日時が選択されている。ここで、項目１００１は
ファイル名の第一番目の項目名、項目１００２はファイル名の第二番目の項目名、項目１
００３はファイル名の第三番目の項目名を示している。ここでは、各項目のファイル名の
選択方法をプルダウンメニュー（不図示）で提供している。各プルダウンメニューの一覧
に表示選択肢として、「なし」、「登録名称」、「Ｆａｘ番号」、「受信日時」、「宛先
表名称」、「回線名称」、「シリアル番号」、「ランダム番号」がある。これらの選択肢
の内、本実施形態１では「受信日時」、「シリアル番号」、「ランダム番号」は一意であ
ることが保証される情報（所定の条件を満たす情報）であるとする。尚、「回線名称」は
、送信先として指定されたファクシミリ番号を基に、例えば図６に示す電話番号６０３に
対応する登録名称６０２として取得される。選択項目で「なし」が選択された場合は、そ
の選択項目以下の選択項目を生成しないことを示す。例えば、第一番目の選択項目１００
１に「登録名称」、第二番目の選択項１００２に「なし」を選択定した場合、第二番目の
選択項目以降の選択項目は指定していないと判断し、ファイル名は登録名称となる。項目
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１００４は、各項目の区切りを示すセパレータの記号を選択するプルダウンメニューで、
セパレータの選択肢として、「ハイフン」、「アンダーバー」、「スペース」等があり、
セパレータとしていずれか１つを選択できる。項目１００５は、上述の各項目でファイル
名の構成を指定した結果、どのようなファイル名になるのかをユーザが確認できるプレビ
ュー表示である。表示内容は、項目１００１～１００４に応じて、選択項目に応じたファ
イル名を表示する。
【００４７】
　図１０では、項目１００１に「登録名称」、項目１００２に「Ｆａｘ番号」、項目１０
０３に「受信日時」、項目１００４で、セパレータとして「アンダーバー」が指定された
ときファイル名をプレビュー表示している。
【００４８】
　キャンセルボタン１００６は、この設定画面を介して入力した内容をキャンセルするよ
うに指示する。ユーザがキャンセルボタン１００６を押下すると、例えば図８に示す状況
表示画面に遷移する。戻るボタン１００７は、前画面に戻るように指示する。ユーザが戻
るボタン１００７を押下すると、例えば図９に示すファイルサーバの設定画面に遷移する
。次へボタン１００８は、次の画面に進めるように指示する。ユーザが次へボタン１００
８を押下すると、例えば図１１に示すフォルダ命名規則の設定画面に遷移する。
【００４９】
　図１１は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０が表示するフォルダ命名規則を設定する設定
画面の一例を示す図である。この画面で設定したフォルダ命名規則に従って、ファイルサ
ーバ１２０に保存されるファイルのフォルダ名が決定される。
【００５０】
　ラジオボタン１１０１は、階層を分けて画像ファイルを保存するか否かを選択させるチ
ェックボックスである。このボタン１１０１がチェックされると、この画面で設定する命
名規則によってフォルダ名を作成して画像ファイルを保存する。ボタン１１０１がチェッ
クされない場合、図９に示すファイルサーバの設定画面で指定したフォルダパスの直下に
、その画像ファイルを保存する。
【００５１】
　項目１１０２～１１０４は階層名を示している。ここではフォルダの第一階層１１０２
、第二階層１１０３、第三階層１１０４を含んでいる。そして、各階層に対応するフォル
ダ名の選択方法をプルダウン１１０５～１１０８で提供している。ここではプルダウンの
選択肢として、「なし」、「登録名称」、「Ｆａｘ番号」、「受信日時」、「宛先表名称
」、「回線名称」を含むものとする。尚、「なし」が選択された場合は、選択肢以下の階
層を生成しないことを示す。例えば、第一階層１１０２に「登録名称」、第二階層１１０
３に「なし」が選択された場合は、第二階層以下のフォルダ名は指定していないと判断し
、フォルダ名は「登録名称」だけとなる。プレビュー表示１１０８は、項目１１０２～１
１０４の選択結果に応じたフォルダ名のプレビュー表示を示す。図１１の例では、第一階
層１１０２に「登録名称」、第二階層１１０３に「Ｆａｘ番号」、第三階層１１０４に「
受信日時」が選択されているため、プレビュー表示１１０８は「［登録名称］／［Ｆａｘ
番号］／［受信日時］」となる。
【００５２】
　キャンセルボタン１１０９は、この画面を介したユーザの操作をキャンセルするように
指示する。ユーザがキャンセルボタン１１０９を押下すると、例えば図８に示す状況表示
画面に遷移する。戻るボタン１１１０は前画面に戻るように指示する。ユーザが戻るボタ
ン１１１０を押下すると、例えば図１０に示すファイル命名規則設定画面に遷移する。次
へボタン１１１１は、次の画面に進むように指示する。ユーザが次へボタン１１１１を押
下すると、例えば図１２に示すテスト送信画面に遷移する。
【００５３】
　図１２は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０が表示するテスト送信画面の一例を示す図で
ある。
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【００５４】
　送信元番号入力ボックス１２０１は、テスト送信を行う際の送信元の電話番号として使
用する情報を入力するための入力欄である。送信元番号入力ボックス１２０１に入力され
た電話番号は、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって転送部４０２に送信され、テスト送
信時の送信元番号（電話番号）として使用される。受信日時入力ボックス１２０２は、テ
スト送信を行う際の受信日時として使用する日時を入力するための入力欄である。受信日
時入力ボックス１２０２に入力された日時は、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって転送
部４０２に送信され、テスト送信時の受信日時として使用される。
【００５５】
　設定確認ボタン１２０３は、図９、図１０、図１１の設定画面を介して入力された転送
設定情報を表示するための設定確認画面（不図示）に遷移するためのボタンである。ユー
ザが設定確認ボタン１２０３を押下すると、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６によって、図９
、図１０、図１１で入力された転送設定情報を表示するための設定確認画面を表示する。
テスト送信ボタン１２０４は、図９、図１０、図１１で入力された転送設定情報と、送信
元番号入力ボックス１２０１及び受信日時入力ボックス１２０２で入力された情報を用い
て、テスト送信を行うように指示するボタンである。ユーザがテスト送信ボタン１２０４
を押下すると、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６が、送信元番号入力ボックス１２０１の電話
番号及び、受信日時入力ボックス１２０２の日時を転送部４０２に送信し、転送部４０２
に対してテスト送信要求が送られる。転送部４０２は、テスト送信ボタン１２０４が押下
されると、受信した送信元番号及び受信日時でファクス文書を受信したと仮定して、ファ
イルサーバ１２０に対してテスト送信を行う。転送部４０２はテスト送信が終了すると、
テスト送信の結果を表示するためのテスト送信結果画面（不図示）を表示する。
【００５６】
　キャンセルボタン１２０５は、転送設定情報の設定を中止するためのボタンである。ユ
ーザがキャンセルボタン１２０５を押下すると、図８の状況表示画面に遷移する。戻るボ
タン１２０６は、前画面に遷移するためのボタンである。ユーザが戻るボタン１２０６を
押下すると、前画面である図１１のフォルダ命名規則設定画面に遷移する。ＯＫボタン１
２０７は、転送設定情報の設定を終了し、図８で示す状況表示画面に遷移するためのボタ
ンである。ユーザがＯＫボタン１２０７を押下すると、ＭＦＰ１１０のＵＩ部４０６は、
図８で示す状況表示画面に遷移する。
【００５７】
　尚、実施形態１では、テスト時に用いる送信元番号を送信元入力ボックス１２０１、受
信日時を受信日時入力ボックス１２０２で入力している。しかし、その他にテスト送信に
用いるファクス文書を指定するための入力ボックスや入力ボタンなどが設けられていても
よい。
【００５８】
　図１３は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０によるファイルサーバの設定、ファイル命名
規則、フォルダ命名規則の設定処理などを説明するフローチャートである。尚、このフロ
ーチャートで示す各動作（ステップ）は、ＭＦＰ１１０のＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に
記憶された制御プログラムをＲＡＭ２０３に展開して実行することにより実現される。ま
たこのフローチャートは、ユーザがＭＦＰ１１０の操作部１１１を介してこのフローチャ
ートを実行する制御プログラムを選択した場合に実行される。
【００５９】
　まずＳ１３０１でＣＰＵ２０１は、例えば図８に示すような状況表示画面を表示する。
次にＳ１３０２に進みＣＰＵ２０１は、この状況表示画面で設定画面へボタン８０２が押
下された否かを判定する。設定画面へボタン８０２が押下されるとＳ１３０３に進みＣＰ
Ｕ２０１は、例えば図９に示すファイルサーバ設定画面を表示する。そしてユーザは、こ
のファイルサーバ設定画面を介して、転送先となるファイルサーバの名称やフォルダのパ
ス、認証情報などを入力する。
【００６０】
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　次にＳ１３０４に進みＣＰＵ２０１は、このファイルサーバ設定画面で、ユーザがキャ
ンセルボタン９０５或いは次へボタン９０６を押下したかを判定する。次へボタン９０６
が押下されたと判定するとＳ１３０５に進み、キャンセルボタン９０５が押下されたと判
定するとＳ１３０１に戻る。Ｓ１３０５でＣＰＵ２０１は、このファイルサーバ設定画面
を介して入力されたファイルサーバの設定情報を、ＭＦＰ１１０のＨＤＤ２０４に記憶す
る。
【００６１】
　次にＳ１３０６に進みＣＰＵ２０１は、例えば図１０に示すような、ファイル命名規則
の設定画面を表示する。そしてユーザは、この設定画面を介して、ファイル命名規則の設
定情報を入力するファイル命名規則の設定処理を実行する。次にＳ１３０７に進みＣＰＵ
２０１は、このファイル命名規則の設定画面で、ユーザがどのボタンを押下したかを判定
する。ここでボタンが押下されないときはＳ１３０６を実行する。Ｓ１３０７で、次へボ
タン１００８が押下されたと判定するとＳ１３０８に進む。Ｓ１３０８のファイル命名規
則の設定処理は図１８のフローチャートを参照して後述する。一方、Ｓ１３０７でＣＰＵ
２０１がキャンセルボタン１００７が押下されたと判定するとＳ１３０１に進み、戻るボ
タン１００８が押下されたと判定するとＳ１３０３に進む。
【００６２】
　図１８は、図１３のＳ１３０８のファイル命名規則の設定処理を説明するフローチャー
トである。
【００６３】
　先ずＳ１８０１でＣＰＵ２０１は、例えば図１０のファイル命名規則設定画面の項目１
００１～１００３に設定されている情報を取得する。次にＳ１８０２に進みＣＰＵ２０１
は、Ｓ１８０１で取得した選択項目の情報において、ファイル名が一意になる情報が選択
されているか否かを判定する。尚、実施形態１では、ファイル名が一意になる情報は「受
信日時」、「シリアル番号」、「ランダム番号」であり、Ｓ１８０２では、これらの情報
の少なくともいずれかが含まれているかを判定する。そして一意になる情報が一つも含ま
れていないと判定するとＳ１８０３に進むが、一意になる情報が含まれていると判定する
とＳ１８０５に進んで、図１０の画面で設定されたファイル命名規則を保存して、この処
理を終了する。
【００６４】
　一方、Ｓ１８０３でＣＰＵ２０１は、一意なファイル名が生成できるように、ファイル
名命名規則の第４の選択項目として「受信日時」を追加する。そしてＳ１８０４に進みＣ
ＰＵ２０１は、例えば図１０のファイル名プレビュー１００５の末尾に［受信日時］を追
加して表示する。そしてＳ１８０５に進みＣＰＵ２０１は、こうして作成されたファイル
命名規則をＭＦＰ１１０のＨＤＤ２０４に記憶して、この処理を終了する。
【００６５】
　尚、前述の図１０のファイル名プレビュー１００５の末尾に［受信日時］を追加する場
合、この項目が自動で付加されたことをユーザに知らせるために、追加した［受信日時］
の文字の表示色を変更しても良い。また或いはステータスバー１０１０に、例えば「受信
日時の項目が追加されました」等のメッセージを表示するようにしても良い。
【００６６】
　また［受信日時］の項目を追加した結果、ファイル名プレビュー１００５の文字列の長
さが所定の長さ、例えば１２８文字以上になった場合は、次へボタン１００８を押下不可
にする。そしてステータスバー１０１０に、例えば、「ファイル名の長さが最大文字列の
長さを超えています」などのメッセージを表示して、ユーザにファイル名の文字数が最大
文字数を超えていることを通知するようにしても良い。再び、図１３の説明に戻る。
【００６７】
　次にＳ１３０９に進みＣＰＵ２０１は、例えば図１１に示す、フォルダ命名規則の設定
画面を表示する。そしてユーザは、この設定画面を介して、フォルダ命名規則の設定情報
を入力するフォルダ命名規則の設定処理を実行する。そしてＳ１３１０に進みＣＰＵ２０
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１は、図１１のフォルダ命名規則の設定画面で、ユーザがどのボタンが押下したかを判定
する。ここでいずれのボタンも押下されないときはＳ１３０９に進む。Ｓ１３１０でユー
ザが次へボタン１１１１を押下したと判定した場合はＳ１３１１に進む。またユーザがキ
ャンセルボタン１１０９を押下した場合はＳ１３０１に進み、戻るボタン１１１０を押下
した場合はＳ１３０６に進む。Ｓ１３１１でＣＰＵ２０１は、例えば図１１のフォルダ命
名規則の設定画面でユーザが入力した情報をＨＤＤ２０４に記憶する。
【００６８】
　次にＳ１３１２に進みＣＰＵ２０１は、例えば図１２に示すテスト送信画面を表示する
。そしてＳ１３１３に進みＣＰＵ２０１は、このテスト送信画面で、ユーザがどのボタン
を押下したかを判定する。ここでユーザがいずれのボタンも押下しないときはＳ１３１２
に進む。そしてユーザがＯＫボタン１２０７を押下したと判定すると、この処理を終了す
る。一方、ユーザがキャンセルボタン１２０５を押下したと判定した場合はＳ１３０１に
進む。また戻るボタン１２０６を押下したと判定した場合はＳ１３１０に進む。またユー
ザがテスト送信ボタン１２０４を押下したと判定した場合はＳ１３１４に進む。Ｓ１３１
４でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ設定画面（図９）、ファイル命名規則の設定画面（
図１０）、フォルダ命名規則の設定画面（図１１）、及びテスト送信画面（図１２）で設
定された内容に基づいて送信テストを実施してＳ１３１２に進む。
【００６９】
　次に、本実施形態に係るＭＦＰ１１０によるファクス受信処理について説明する。以下
は、ＭＦＰ１１０がファクス文書を受信して、そのファクス文書を画像ファイルとして転
送する処理を中心に説明する。ここでは、前述の転送設定情報（図７）、宛先情報（図６
）を使用して、ファイルサーバ１２０に、受信したファクス文書を画像ファイルとして転
送する。このとき、そのファクス文書（画像ファイル）のファイル名及びフォルダ名を作
成してファイルサーバ１２０に転送する。尚、宛先情報は、前もってユーザがＭＦＰ１１
０の操作部１１１を介して宛先情報管理部４０５に図６に示すように登録済みとする。こ
こでは、その宛先情報の登録の処理の説明は省略する。
【００７０】
　図１４は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０が画像データ（文書データ）をファクス受信
して、その受信した画像データの画像ファイルをファイルサーバ１２０に転送する処理を
説明するシーケンス図である。
【００７１】
　１４０１でＭＦＰ１１０に対して、外部のファクス端末からファクス画像が送られる。
ＭＦＰ１１０がこのファクス画像を受信すると、ファクス受信部４０１と転送部４０２が
ファクス受信処理を行う。
【００７２】
　図１５は、実施形態１に係るＭＦＰ１１０によるファクス受信処理を説明するフローチ
ャートである。尚、このフローチャートで示す各動作は、ＭＦＰ１１０のＣＰＵ２０１が
ＨＤＤ２０４に記憶された制御プログラムをＲＡＭ２０３に展開して実行することにより
実現される。
【００７３】
　まずＳ１５０１でＣＰＵ２０１は、モデム２１０を利用して公衆回線１５０経由で外部
のファクス端末からファクスを受信する。またＣＰＵ２０１は、モデム２１０を利用して
、外部のファクス端末の電話番号を送信元番号として取得し、更にファクス受信を行った
日時を受信日時として取得する。次にＳ１５０２に進みＣＰＵ２０１は、Ｓ１５０１で受
信したファクス文書をＰＤＦ等の画像ファイルに変換する。またＣＰＵ２０１は、Ｓ１５
０１で取得した送信元の電話番号と受信日時を記載した制御ファイルを作成する。そして
、そのファクス文書を含む画像ファイルを、制御ファイルと共にＨＤＤ２０４に一時保管
する。
【００７４】
　次にＳ１５０３に進みＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４への画像ファイルの一時保管に成
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功したかを判定する。保存できていればＳ１５０４に進みＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４
に一時記憶した送信元の電話番号と受信日時などを取得する。一方、画像ファイルの一時
保管に失敗した場合はエラー処理を行って、この処理を終了する。ここで一時保管に失敗
する例としては、ＨＤＤ２０４の容量不足などがある。また、ここでのエラー処理は、フ
ァクス文書をプリンタＩ／Ｆ２０９経由でプリンタ部１１３に送信して印刷させると共に
、操作部１１１に状況表示画面（図８）を表示してエラー状況を表示させる等がある。
【００７５】
　次にＳ１５０５に進みＣＰＵ２０１は、Ｓ１５０４で取得した送信元番号と受信日時と
、転送設定情報（図７）及び宛先情報（図６）を参照して、その画像ファイルをファイル
サーバ１２０に転送する際のファイル名を作成する。Ｓ１５０５の処理の詳細を図１６の
フローチャートを参照して説明する。
【００７６】
　図１６は、図１５のＳ１５０５における、転送する画像ファイルのファイル名の作成処
理を説明するフローチャートである。尚、このフローチャートで示す各動作は、ＭＦＰ１
１０のＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に記憶された制御プログラムをＲＡＭ２０３に展開し
て実行することにより実現されるため、ここでは動作の主体をＣＰＵ２０１として説明す
る。
【００７７】
　まずＳ１６０１でＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４に保存されたｆｉｌｅｎａｍｅｒｕｌ
ｅ７０５（ファイル命名規則）を取得する。次にＳ１６０２に進みＣＰＵ２０１は、電話
番号を基に宛先情報（図６）を取得する。ここでは電話番号６０３をキーにして登録名称
６０２を検索して取得する。次にＳ１６０３に進みＣＰＵ２０１は、電話番号６０３に該
当する登録名称６０２が存在するか否かを判定する。登録名称６０２が存在する場合はＳ
１６０４に進み、その該当する登録名称を取得してＳ１６０６に進む。一方、登録名称６
０２が存在しない場合はＳ１６０５に進みＣＰＵ２０１は、予め設定されているデフォル
トの登録名称を取得してＳ１６０６に進む。尚、このデフォルト登録名称の例としては、
「該当なし」等が設定されているものとする。また、このデフォルトの登録名称は、ＲＯ
Ｍ２０２やＨＤＤ２０４に予め保存されていてもよい。またデフォルトの登録名称を設定
するための入力ボックスを、例えば図１０のファイル命名規則設定画面等に設けて、ユー
ザがデフォルト名称を変更可能にしてもよい。Ｓ１６０６でＣＰＵ２０１は、Ｓ１６０１
で取得したファイル命名規則に従って、登録名称、送信元の電話番号、受信日時、宛先表
名、回線名等を用いてファイル名を作成する。
【００７８】
　そして処理は図１５のＳ１５０６に進む。Ｓ１５０６でＣＰＵ２０１は、Ｓ１５０４で
取得した送信元の電話番号と受信日時と、転送設定情報（図７）及び宛先情報（図６）と
に基づいて、転送時のフォルダ名を作成する。Ｓ１５０６の処理の詳細は図１７のフロー
チャートを参照して説明する。
【００７９】
　図１７は、図１５のＳ１５０６における、転送する画像ファイルが格納されるファイル
サーバ１２０のフォルダ名の作成処理を説明するフローチャートである。尚、このフロー
チャートで示す各動作は、ＭＦＰ１１０のＣＰＵ２０１がＨＤＤ２０４に記憶された制御
プログラムをＲＡＭ２０３に展開して実行することにより実現されるため、ここでは動作
の主体をＣＰＵ２０１として説明する。
【００８０】
　まずＳ１７０１でＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４に保存されたｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒ
ｕｌｅ７０６を取得する。次にＳ１７０２に進みＣＰＵ２０１は宛先情報を取得し、Ｓ１
５０４で取得した電話番号をキーにして、対応する登録名称を検索して取得する。そして
Ｓ１７０３に進みＣＰＵ２０１は、その電話番号に該当する登録名称が存在するか否かを
判定する。ここで存在すると判定するとＳ１７０４に進み、ＣＰＵ２０１はその該当する
登録名称を取得してＳ１７０６に進む。一方、Ｓ１７０３で、その電話番号に該当する登
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録名称が存在しないと判定するとＳ１７０５に進み、ＣＰＵ２０１は、予め設定されてい
るデフォルトの登録名称を取得してＳ１７０６に進む。尚、デフォルトの登録名称の例と
しては、「該当なし」等が設定されているものとする。また、このデフォルトの登録名称
は、ＲＯＭ２０２やＨＤＤ２０４に予め保存されていてもよい。また、デフォルトの登録
名称を設定するための入力ボックスを、例えば図１１のフォルダ命名規則設定画面等に設
けて、ユーザ入力によってＨＤＤ２０４等に保存されているデフォルト名称を変更可能に
してもよい。
【００８１】
　Ｓ１７０６でＣＰＵ２０１は、Ｓ１７０１で取得したｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７
０６に従って、登録名称、送信元の電話番号、受信日時等を用いてフォルダ名を作成する
。そしてＳ１７０７に進みＣＰＵ２０１は、フォルダ名の先頭にフォルダパス７０３を設
定して、この処理を終了する。
【００８２】
　次に再び図１４に戻り、１４０２でＭＦＰ１１０が、ファイルサーバ１２０に対して認
証処理を行う。この認証処理は、図１５のＳ１５０７から実行される。
【００８３】
　図１５のＳ１５０７でＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ２０４から転送設定情報（図７）を読み
出して、ｈｏｓｔｎａｍｅ７０１，ｕｓｅｒｎａｍｅ７０３，ｐａｓｓｗｏｒｄ７０４を
取得する。そしてＣＰＵ２０１は、ｈｏｓｔｎａｍｅ７０１で指定されたアドレスにアク
セスし、認証要求と共にｕｓｅｒｎａｍｅ７０３及びｐａｓｓｗｏｒｄ７０４をそれぞれ
ユーザ名とパスワードとしてファイルサーバ１２０に送信する。そして処理をＳ１５０８
に進める。
【００８４】
　再び図１４の説明に戻る。１４０２で、ファイルサーバ１２０の通信部５０１がＭＦＰ
１１０から認証要求を受信すると、その認証要求からユーザ名とパスワードを取得して認
証部５０２に送信する。認証部５０２は、ＨＤＤ３０６に保存されている認証情報を使用
して、ユーザＩＤとパスワードの照合を行い、その認証結果を通信部５０１に送信する。
これにより通信部５０１は、受信した認証結果をＭＦＰ１１０に送信する。
【００８５】
　こうして図１５のＳ１５０８でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ１２０から認証結果を
受信したか否かを判定する。ここで認証結果を受信していないと判定するとＳ１５０８を
実行し、認証結果を受信するとＳ１５０９に進みＣＰＵ２０１は、Ｓ１５０８で受信した
認証結果が認証成功であるか否かを判定する。ここでＣＰＵ２０１が認証成功と判定する
とＳ１５１０に進むが、そうでない場合は、エラー処理を行い終了する。ここでのエラー
処理としては、操作部１１１に状況表示画面（図８）を表示して、エラー状況を表示させ
る等がある。
【００８６】
　図１４の１４０３は、ＭＦＰ１１０が認証に成功した場合で、ファイルサーバ１２０に
Ｓ１５０６で作成したフォルダ名のフォルダが存在するか否かを問い合わせ、存在しない
場合はフォルダの作成を依頼する処理を行う。このとき、ＭＦＰ１１０は、図１５のＳ１
５１０の処理を実行する。
【００８７】
　Ｓ１５１０でＣＰＵ２０１は、Ｓ１５０６で作成したフォルダ名をファイルサーバ１２
０に送信し、そのフォルダ名のファイルの存在確認要求を送信する。
【００８８】
　そして図１４の１４０３では、ファイルサーバ１２０の通信部５０１が、ＭＦＰ１１０
からフォルダの存在確認要求を受信すると、そのフォルダの存在確認要求に含まれるフォ
ルダ名をファイル管理部５０３に送信して、フォルダの存在確認処理を依頼する。これに
よりファイル管理部５０３は、受信したフォルダ名のフォルダがＨＤＤ３０６に存在する
か否かを判定し、その確認結果をフォルダの存在確認結果として通信部５０１に送信する
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。これにより通信部５０１は、そのフォルダの存在確認結果をＭＦＰ１１０に送信する。
そして処理は図１５のＳ１５１１に進む。
【００８９】
　Ｓ１５１１でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ１２０からフォルダの存在確認結果を受
信したかを判断する。フォルダの存在確認を受信していないと判定した場合は、処理は再
びＳ１５１１に進む。Ｓ１５１１でフォルダの存在確認を受信したと判定した場合はＳ１
５１２に進む。Ｓ１５１２でＣＰＵ２０１は、Ｓ１５１１で受信したフォルダの存在確認
から、ファイルサーバ１２０にＳ１５０６で作成したフォルダ名のフォルダが存在するか
否かを判定する。ここで同じ名前のフォルダが存在すると判定するとＳ１５１５に進むが
、同じ名前のフォルダが存在しないと判定するとＳ１５１３に進む。
【００９０】
　Ｓ１５１３でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ１２０に対して、Ｓ１５０６で作成した
フォルダ名を送信して、フォルダの作成要求を行う。
【００９１】
　再び図１４の説明に戻し、１４０３で、ファイルサーバ１２０の通信部５０１が、ＭＦ
Ｐ１１０からフォルダの作成要求を受信すると、そのフォルダの作成要求に含まれるフォ
ルダ名をファイル管理部５０３に送信して、フォルダ名のフォルダの作成を依頼する。フ
ァイル管理部５０３は、受信したフォルダ名のフォルダをＨＤＤ３０６に作成し、作成し
た応答を通信部５０１に送信する。通信部５０１はフォルダ作成応答を受信すると、ＭＦ
Ｐ１１０に対してフォルダの作成応答を送信する。
【００９２】
　Ｓ１５１４でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ１２０からフォルダの作成応答を受信し
たか否かを判定する。ここでフォルダの作成応答を受信していない場合はＳ１５１４を実
行し、フォルダの作成応答を受信した場合はＳ１５１５に進む。Ｓ１５１５でＣＰＵ２０
１は、ＨＤＤ２０４に保管されているファクス文書を読み出し、Ｓ１５０５で作成したフ
ァイル名、Ｓ１５０６で作成したフォルダ名とともにファイルサーバ１２０に送信してフ
ァイルの保存要求を送信する。
【００９３】
　これは図１４の１４０４に該当する。１４０４でＭＦＰ１１０は、ファイルサーバ１２
０に対して、Ｓ１５０５で作成したファイル名、及びＳ１５０６で作成されたフォルダ名
を指定してファクス文書（画像ファイル）を送信する。こうしてファイルサーバ１２０の
通信部５０１が、このファイル保存要求を受信すると、ファイル保存要求からファイル、
フォルダ名、ファイル名を取得する。そして通信部５０１は、それら取得したファイル、
フォルダ名、ファイル名を、ファイル管理部５０３に送信して、指定されたフォルダ名及
びファイル名での保管を依頼する。ファイル管理部５０３は、受信したファイルを、ＨＤ
Ｄ３０６の指定されたフォルダ名及びファイル名の場所に保管し、保管応答を通信部５０
１に送信する。通信部５０１は、保管応答をファイル送信応答としてＭＦＰ１１０に送信
する。
【００９４】
　こうして図１５のＳ１５１６でＣＰＵ２０１は、ファイルサーバ１２０からファイル送
信応答を受信したかを判定する。ファイル送信応答を受信していない場合は、処理は再び
Ｓ１５１６に進むが、ファイル送信応答を受信した場合は、この処理は終了する。
【００９５】
　以上説明した処理により、ＭＦＰ１１０は、ファクスを受信すると、転送設定情報のフ
ァイル命名規則、送信元番号、受信日時、送信元番号に対応する宛先情報の登録名称等に
従って、その受信した画像ファイル（ファクス文書）のファイル名を作成する。またＭＦ
Ｐ１１０は、転送設定情報のフォルダパス及びフォルダ命名規則、送信元番号、受信日時
、送信元番号に対応する宛先情報の登録名称等に従ってフォルダ名を作成する。またＭＦ
Ｐ１１０は、ファイルサーバ１２０に対して、作成したフォルダの存在確認を行い、ファ
イルサーバ１２０に同じフォルダが存在していなければフォルダの作成依頼を行った上で
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、作成したフォルダ名、ファイル名の場所に、その画像ファイルを格納する。
【００９６】
　以上説明したように実施形態１によれば、ファイル命名規則とフォルダ命名規則を予め
設定しておくことにより、ファクスを受信した画像ファイルに所望のファイル名を付与し
て、ファイルサーバの所望のフォルダに保管できる。またファイル命名規則及びフォルダ
命名規則には、受信したファクスの送信元の電話番号から宛先情報を検索し、その宛先情
報に対応する登録名称を取得して使用できる。またファイル命名規則では、各項目の区切
りとしてセパレータを設定できる。更に、ファイル命名規則では、ユーザが認識できる形
式で、かつファイル名が一意となるようにできる。これにより、ユーザに対してファイル
名の設定の柔軟性を高めつつ、業務効率を向上させることができる。
【００９７】
　また、その画像ファイルを保存するファイルサーバに、所望のフォルダを作成して、そ
こに保管できるので、ユーザが所望する画像ファイルを探す手間が少なくできるという効
果がある。
【００９８】
　［実施形態２］
　上述の実施形態１では、図１８のフローチャートで示すファイル名命名規則設定処理を
行っていたが、前述の実施形態１とは異なる設定処理制御を行う例を実施形態２として、
図１９～図２１を参照して説明する。尚、実施形態２に係るＭＦＰ及びシステム構成等は
前述の実施形態１と同じであるため、その説明を省略する。
【００９９】
　図１９は、本発明の実施形態２に係るファイル命名規則設定画面の一例を示す図である
。尚、図１９において、前述の実施形態１に係る図１０のファイル命名規則設定画面と共
通する部分は同じ参照番号で示し、それらの説明を省略する。
【０１００】
　図１９は、前述の図１０のファイル名命名規則設定画面に、フリー入力ボタン１９０１
が追加されている。ユーザが、このフリー入力ボタン１９０１を押下すると、図２０のフ
リー入力画面が表示される。
【０１０１】
　図２０は、本発明の実施形態２に係るフリー入力画面の一例を示す図である。
【０１０２】
　テキストボックス２００１には、選択項目１００１～１００３に設定した情報が初期表
示される。ここでユーザは、この画面に表示された英字キーや数字キー等を使用して、テ
キストボックス２００１に、変更対象の選択項目の情報として、例えば「シリアル番号」
や「ランダム番号」「回線名称」等の文字列を入力することができる。そしてユーザがＯ
Ｋボタン２００２を押下すると、図１９のファイル命名規則設定画面に戻り、選択項目１
００１～１００３の情報を、テキストボックス２００１で入力した情報に変更する。そし
て、ファイル名プレビュー１００５にテキストボックス２００１で入力した命名規則の情
報を表示する。一方、ユーザがキャンセルボタン２００３を押下すると、何も変更せずに
図１９のファイル名命名規則設定画面に戻る。
【０１０３】
　図２１は、本発明の実施形態２に係るファイル名命名規則の設定処理を説明するフロー
チャートである。ここでは、前述の実施形態１に係る図１３のフローチャートに組み込む
形で表している。
【０１０４】
　図１３のＳ１３０５から図２１のＳ２１０１に進みＣＰＵ２０１は、例えば図１９に示
すファイル命名規則設定画面を操作部１１１の表示部に表示する。そしてＳ２１０２に進
みＣＰＵ２０１は、図１９に示すファイル命名規則設定画面で、いずれかのボタンが押下
されたかどうかを判定し、ボタンが押下されると、その押下されたボタンに応じた処理に
移行する。ここでキャンセルボタン１００６、戻るボタン１００７、次へボタン１００８
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が押下されたときは、図１３の処理と同じであるため、その説明を省略する。
【０１０５】
　Ｓ２１０２ユーザが、フリー入力ボタン１９０５を押下するとＳ２１０３に進む。Ｓ２
１０３でＣＰＵ２０１は、選択項目１００１～１００３に設定されている情報を取得して
Ｓ２１０４に進み、ＣＰＵ２０１は、例えば図２０に示すようなフリー入力画面を表示す
る。つぎにＳ２１０５に進みＣＰＵ２０１は、このフリー入力画面を介して、ユーザによ
り入力される所望の選択項目の情報をテキストボックス２００１に表示する。そしてＳ２
１０６でＣＰＵ２０１は、フリー入力画面でＯＫ或いはキャンセルボタンが押下されたか
どうかを判定する。Ｓ２１０６でＯＫボタン２００２が押下されたと判定するとＳ２１０
７に進み、キャンセルボタン２００３が押下されたと判定するとＳ２１０１に進み、ファ
イル命名規則設定画面を操作部１１１の表示部に表示する。
【０１０６】
　Ｓ２１０７～Ｓ２１１０は、前述の図１８のＳ１８０２～Ｓ１８０５の処理と同じであ
るため、その説明を省略する。尚、フリー入力画面で、テキストボックス２００１に文字
列を入力中に［受信日時］を削除した場合においても、ファイル名を一意にするために、
ファイル名命名規則に「受信日時」を追加して、ファイル名命名規則を保存する。
【０１０７】
　以上説明したように実施形態３によれば、ファイル名の項目として、フリー入力のユー
ザーインターフェースであった場合でも、必ず「受信日時」等の一意となる情報をファイ
ル名命名規則に追加できる。これによりファイル名を一意に保つことができ、ユーザに対
してファイル名設定の柔軟性を高めつつ、業務効率を向上させることができる。
【０１０８】
　＜その他の実施形態＞
　実施形態１では、フォルダ名として登録名称、Ｆａｘ番号、受信日時を指定できるが、
ＭＦＰ１１０のモデム２１０にファクス回線が２回線ついている場合などは、その回線番
号をフォルダ名として指定できるようにしてもよい。
【０１０９】
　また上記実施形態では、設定画面をウィザード形式とし、複数画面を用いて設定するよ
うにしているが、１画面で全ての設定できるようにしてもよい。
【０１１０】
　また上記実施形態では、ユーザがＭＦＰ１１０の操作部１１１を操作して、操作部１１
１に設定画面を表示しているが、汎用的なパーソナルコンピュータのＷｅｂブラウザから
設定画面を操作できるようにしてもよい。
【０１１１】
　また上記実施形態１，２では、ファイル名を構成する全ての項目が一意となる情報を含
まないときに、一意となる情報として［受信日時］を追加しているが本発明はこれに限定
されない。例えば、その他の一意となる情報、例えば「シリアル番号」や「機器の製造番
号」等の一意となる情報であれば、どのような情報を追加しても良い。
【０１１２】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【０１１３】
　本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱す
ることなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために
、以下の請求項を添付する。
【符号の説明】
【０１１４】
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　１１０…ＭＦＰ，１１１…操作部、１２０…ファイルサーバ、２０１，３０１…ＣＰＵ
，２０４，３０６…ＨＤＤ，４０２…転送部、４０３…一時保管部、４０４…転送設定情
報管理部、４０５…宛先情報管理部、１９０５…フリー入力ボタン

【図１】 【図２】
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【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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